
2026年　人事考課について


考課は年に一度のランクを決定する大切な行事です。納得のいかないことやアピールしたいことがあれば、遠慮なく言って下さい。（この時ばかりは謙虚さはいりません、考課する側の把握不足も多々あるので）
ただし、アピール等が通らなくても気分良く納得して下さい。それは当社において評価は他人が行うというのが大前提だからです。
又、今回の考課は抽象的な表現もありますが「出来ている」か「出来ていない」、「どれくらい意欲がある」か「意欲がない」で判断する為、賞与前考課よりは厳しく感じられるかもしれませんがご了承下さい。


1. 介護福祉士等の資格要件については、資格者証をもって持っていると判断します。
※グループ全体としての決め事です、ご理解お願いします。
1. 2026年考課は現在掲示してある考課表を使用し、公平・公正をもっておこないます。
1. まごのての社員人事の基本は、個人の能力（能力・姿勢・成果）によって給与が支払われるべきで、法人の収支によるものではありません。
1. ②③においてですが、「人間は常に成長する」と当社では考えていますので、例えランクが下がっても現状維持（給与面）は、よほどのことがない限り保障したいと考えております。
※企業理念、経営理念に沿って考課するということです。
1. ただし今回の人事考課において、日頃の指摘事項に対して改善の変化がみられていないと判断した場合は、給与自体を下げる場合があります。
※基本給与は下げないのですが、Bヘルパーにおいて「現段階の自分に固執することなく、自らを変化させる能力がある」とあり、Bヘルパーをクリアしていないと判断するからです。ミスは許せますが、思考については変化を求めます。
⑥ ヘルパーランクの考課内容については、国の制度変更や状況を鑑み毎年見直しを行っております。
現在のヘルパーランクか下のランクに追加・変更された項目がクリアできていなかった場合、ヘルパーランクが下がることは無いが、その項目をクリアしなければ上がれません。
1.  給与の変更は4月分からですので実際は5月20日支給の給与からです。
1. バイク使用者は、自賠責保険・任意保険の証書を確認します。
⑧ 2027年考課は新たな考課表を使用します。
※11月中には貼り出します。
⑨ 以上納得できましたか？意見があれば今のうちに。考課後の不満は基本受けつけません。

以上
